
○

アジア太平洋トレードセンター株式会社 1 専務取締役

大阪シティバス株式会社 2 代表取締役社長

3 常務取締役（総務担当）

4 常務取締役（営業担当）

株式会社大阪水道総合サービス 5 専務取締役

6 代表取締役

7 常務取締役

阪神国際港湾株式会社 8 代表取締役副社長

株式会社大阪港トランスポートシステム

クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社

【令和６年度に改選等が行われた役職（本市退職者を選考の対象に含んだもの）】

　大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程第３条第４項

の規定に基づき報告のあった外郭団体の役員の職務内容及び募集要件を公表します。

職務内容及び募集要件の報告

団体名 役職名項番



役員公募に係る職務内容及び募集要件報告書 

令和５年 10 月４日 

経済戦略局長 様 

アジア太平洋トレードセンター株式会社

当団体の役員の採用に際して、大阪市退職者を選考の対象に含め公募選考手続を行うこととしたの

で、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程第３条第４項の

規定に基づき、次のとおり報告します。 

記 

１ 役員の役職 

⑴ 役職

専務取締役

⑵ 就任予定日及び任期

令和６年６月下旬から令和８年６月下旬（取締役任期は２年）

２ 職務内容（期待する行動特性等） 

⑴ 代表取締役社長の補佐

⑵ 管理部門の統括責任者として中期（三ヵ年）経営計画の遂行と進捗管理を行う

⑶ 公共部門の展示場の管理運営等に関わる関係先との渉外、調整を行う

３ 募集要件 

⑴ 応募資格

ア 会社法第 331 条第 1 項各号に該当していないこと

イ 企業・団体の役員等としての組織マネジメントの経験を有すること

⑵ 求める人物像

ア 当社専務取締役として、経営改革を遂行し、事業目的の達成と経営基盤強化を図ることの

できる能力と熱意を有していること

イ 大局的かつ先見的な経営感覚を有していること

ウ 関係機関や企業等と円滑な渉外交渉や調整業務が遂行できる能力を有していること

エ コンプライアンスについて識見を有していること
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令和６年３月 25 日 

大阪市都市交通局長 西川 匡 様 

大阪シティバス株式会社 

代表取締役社長 木田 俊郎 

役員公募に係る職務内容及び募集要件報告書 

今般、当社代表取締役社長が退任することとなり、次期社長については大阪市退職者を選考の対象

に含め公募選考手続きを行うこととしたので、大阪市の監理対象団体における「大阪市退職者の採用等

に関する指針を定める規程」第３条第４項の規定に基づき、次の通り報告します。 

記 

１ 役員の役職 

(1) 役職

代表取締役社長

(2) 就任予定日及び任期

令和６年６月開催の定時株主総会から令和７年６月定時株主総会までの 1 年

（令和６年６月の定時株主総会の承認を受けて取締役に就任し、その後の取締役会で互選により 

代表取締役社長に選出されることになります。） 

２ 職務内容 

(1) 社業の統括

（２） 当社事業計画の策定及び確実な遂行

（３） 当社中期経営計画及び Osaka Metro Group 中期経営計画（主にバス事業部分）の確実な遂行

３ 募集要件 

（1） 応募資格

企業等の経営方針の意思決定（経営会議等）に携わる職位にある方又はあった方

(2) 求める人物像

・組織マネジメントの経験、組織のガバナンス、コンプライアンスについて識見を有すること

・収益力や生産性の向上等による財務体質の強化やブランド戦略の推進など企業価値向上に関し

て幅広い知見を有し、経営上求められる行動力、判断力、識見を有すること

・バス事業等の公共交通の事業運営に関し知見を有していることが望ましい

以 上 
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役員公募に係る職務内容及び募集要件報告書 

令和５年 10 月 30 日 

大阪港湾局長様 

株式会社大阪港トランスポートシステム 

当団体の役員の採用に際して、大阪市退職者を選考の対象に含め公募選考手続を行うこととしたの

で、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程第３条第４項の

規定に基づき、次のとおり報告します。 

記 

１ 役員の役職 

⑴ 役職：常務取締役（総務担当）

⑵ 就任予定日及び任期：令和６年６月開催の株主総会から令和７年６月開催の株主総会まで（１年） 

２ 職務内容（期待する行動特性等） 

⑴ 株主対応、株主総会及び取締役会運営の統括

⑵ 組織、人事事務の統括及び法務関連業務（係争案件等）の統括

⑶ 中期経営計画の策定及び経理業務の統括

⑷ 会計監査人との決算関連事務及び監査役事務局の統括

⑸ プレス等の取材対応及び当社情報の発信に係る統括

３ 募集要件 

⑴ 応募資格

ア 企業若しくは団体において、総務部門責任者としての実務経験を有すること

⑵ 求める人物像

ア 財務に関する知識等、経営計画の策定に必要な知識を有すること

イ 弁護士及び会計士との折衝が可能な幅広い知識を有すること

ウ ガバナンス及びコンプライアンスに対する知識を有し、企業若しくは団体において関連委員会

の委員等の経験を有すること

エ プレス対応等、取材を含めた広報部門の実務経験を有すること
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役員公募に係る職務内容及び募集要件報告書 

令和５年 10 月 30 日 

大阪港湾局長様 

株式会社大阪港トランスポートシステム 

当団体の役員の採用に際して、大阪市退職者を選考の対象に含め公募選考手続を行うこととしたの

で、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程第３条第４項の

規定に基づき、次のとおり報告します。 

記 

１ 役員の役職 

⑴ 役職：常務取締役（営業担当）※流通事業部長委嘱予定

⑵ 就任予定日及び任期：令和６年６月開催の株主総会から令和７年６月開催の株主総会まで（１年） 

２ 職務内容（期待する行動特性等） 

⑴ 不動産事業における営業部門の統括

３ 募集要件 

⑴ 応募資格

ア 企業若しくは団体において、組織運営に係るマネジメント又は同等の経験を有すること

⑵ 求める人物像

ア 職務内容を確実に遂行するために必要な知識、経験、能力を有すること

イ マネジメントに関する知識、経験を有し、円滑な組織運営ができること

ウ ガバナンス及びコンプライアンスに対する知識を有し、企業若しくは団体において関連委員会

の委員等の経験を有すること

エ 当社不動産事業に係る経営課題の解決に熱意をもって取り組めること
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役員公募に係る募集要件報告書 

令和５年 11 月７日 

株式会社大阪水道総合サービス 

当団体の役員の採用に際して、大阪市退職者を選考の対象に含め公募選考手続を行うこととし

たので、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程第３条

第４項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

記 

１ 役員の役職 

（１）役職

専務取締役

（２）就任予定日及び任期

・就任日 令和６年度の定時株主総会開催日

・任 期 約２年（令和８年度開催の定時株主総会終結の時まで）

２ 職務内容（期待する行動特性等） 

（１）代表取締役の補佐

・会社の業務全体を管理・監督し、代表取締役の補佐として経営上の意思決定を行う

（２）受託業務拡大に関する業務

・新規案件受託に向けた企画立案、マーケティング、営業、体制構築の統括

（３）他団体等との連携・協業に関する業務

・他都市・他団体・他企業との交渉の統括

３ 募集要件 

（１）資格要件

・企業等において組織全般を俯瞰する立場の役員又は組織をマネジメントする幹部として

の役職経験を有すること。

（２）求める人物像

・企画立案、マーケティング、営業に関する知識・経験を有する人材。

・企業等との高度な交渉能力を有していることが望ましい。
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役員公募に係る職務内容及び募集要件報告書 

令和５年 11 月 16 日 

大阪市建設局長 

 寺川 孝 様 

クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社

代表取締役 河谷 幸生 

当団体の役員の採用に際して、大阪市退職者を選考の対象に含め公募選考手続を行うこととしたの

で、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程第３条第４項の

規定に基づき、次のとおり報告します。 

記 

１ 役員の役職 

（１）役職  代表取締役 

（２）就任予定日及び任期 2024 年６月（予定）定時株主総会選任から 

 2026 年６月（予定）の定時株主総会の終結の時まで 

２ 職務内容（期待する行動特性等） 

（１）大阪市内一円下水道施設等維持管理業務及び他企業・他都市・他団体からの受託業務の総括

（２）下水道事業に関する経営戦略の企画・立案

（３）他企業・他都市・他団体との対外交渉

３ 募集要件 

（１）応募資格

ア 企業等の役員又は管理部門の責任者としてマネジメントした経験を有していること

（２）求める人物像

ア 下水道・道路等の都市インフラに関する知識・経験を有することが望ましい

イ 決断力とリーダーシップを持っていること

ウ 情勢の変化に対応できるとともに対外的な交渉力・調整力を有していること
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役員公募に係る職務内容及び募集要件報告書 

令和５年 11 月 16 日 

大阪市建設局長 

 寺川 孝 様 

クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社

代表取締役    河谷 幸生

当団体の役員の採用に際して、大阪市退職者を選考の対象に含め公募選考手続を行うこととしたの

で、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程第３条第４項の

規定に基づき、次のとおり報告します。 

記 

１ 役員の役職 

（１）役職  常務取締役 

（２）就任予定日及び任期 2024 年６月（予定）定時株主総会選任から 

 2026 年６月（予定）の定時株主総会の終結の時まで 

２ 職務内容（期待する行動特性等） 

（１）代表取締役の補佐

（２）中期経営計画の進行・管理

（３）下水道施設の運転及び維持管理全般に関すること

（４）技術開発・技術研究に関すること

３ 募集要件 

（１）応募資格

ア 企業等の役員又は事業部門の責任者としてマネジメントした経験を有すること

（２）求める人物像

ア 情勢の変化に対応できる柔軟な思考の持ち主であること

イ 下水道・道路等の都市インフラに関する知識・経験を有することが望ましい
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役員公募に係る職務内容及び募集要件報告書 

令和 5年 11月 15日 

大阪港湾局長様 

阪神国際港湾株式会社 

当団体の役員の採用に際して、大阪市退職者を選考の対象に含め公募選考手続を行うこととしたの

で、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程第 3条第 4項の

規定に基づき、次のとおり報告します。 

記 

１ 役員の役職 

⑴ 役職

代表取締役副社長

⑵ 就任予定日及び任期

令和 6年 6月（予定）の定時株主総会の日から令和 8年 6月（予定）の定時株主総会終結までの

間

２ 職務内容（期待する行動特性等） 

⑴ 代表取締役社長の業務全般の補佐及び総合調整

⑵ 社内の総務、経理及び設備に関する業務の統括

⑶ 当社所管施設のうち、大阪地区における事業に関する業務の統括

⑷ 物流機能の強化による夢洲地区発展のための取組みの統括

３ 募集要件 

⑴ 応募資格

ア 港湾法第 43 条の 11第 7項の各号に該当しない者

イ 企業、団体の役員等としての組織マネジメントの経験を有すること

⑵ 求める人物像

ア 代表取締役副社長としてふさわしい見識と判断力を有し、物事を解決するための提案力と実

行力を有していること

イ 経営者として組織の統率力及びリーダーシップを有していること

ウ 責任ある立場として、国、港湾管理者、港湾関係事業者などと円滑な渉外交渉や調整業務を

担うことができる能力を有していること

以上 
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